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: は  し め に

青森県での転換作物の作付現状は,飼料作物 小麦・大

豆 ッパなどの特定作物が 8割以上を占めている。これら

作物の作付は奨励金によって支 えられているのが実情であ

る。ここでは,本県における水田転換作物について農家の

実態調査をもとに,そ の収益性を示 した。

さらに,小麦 大豆の生産集団の収益性についても若干

の考察を試みた。なお,こ の調査研究は,県内の 4市町村

を対象に,54 55年の2カ 年にわたり,集団 1カ 所,個別

農家 3戸 の簿記記帳並びに面接聞き取 り調査を行った。

2調 査 結 果

表 1は ,調査農家の経営概況を示 したものである。また

表 2は ,それぞれの作物の収量,所得,費用,労働時間及

び水稲の収量,所得と各々の奨励補助金を示した。転作ニ

表 1 調査対象農家の経営概況
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表 2 転換作物の収益性 (108当 たり)

注 ( )内 数字は奨励金カロ算額

表 3には,水稲所得に均衡するための転換作物の収量を

示した。ニンニクはり当たり単価が 365円 であると, この

農家の米収量水準 600り の所得を上げるには,収穫販売量

704り で転作奨励金なしでも到達する。また,M2農家の

小麦は経営費が 4万 2千円と高 く′奨励金がない場合は水

ンニクは,Ml農家では収量 単価に年次差が大きく,そ

のため所得の大きさは主として単価に左右されている。転

作奨励金加算所得は55年が25万 円で非常に高い。

一方,転作小麦はA12農家では,収穫量が54 55年 とも

180切未満の低収量であり,奨励金 6万 5千円加算でも10

8当 たり所得が 4万 5千円～5万 4千円である。したがっ

て,よ り多 くの収量増加と集団転作をして奨励金を増やす

ことが必要である。また,M3農家の小麦は,収量が54年

359り , 55年 224り で比較的高く,こ れに奨励金 8万 ,千

円プラスすると各年次とも約10万円の所得が得られる。ま

た,転作大豆はAa 4農 家では,54年 162り ,55年 113″ と

低収量 (栽植本数の不足 )で奨励金 6万 3千円を加算 して

も10万円の水稲所得には至 らなかった。

カボチャは,転作奨励金 6万 3千円加算で所得が10万 3

千円となり収益性が高い。しかし,価格の高低の大きい作

物である。

稲並所得の実現性に乏しく,転作奨励金 6万 5千 円加算し,

かつ反収 389"上 げてこの農家米の収量水準 600ん夕の所得

に達する。

M8農家の小麦 も,奨励金 8万 9千円加算 し335り の収

穫販売量で,こ の農家の水稲収量 600り の所得に達するこ

辟 営農 タイプ 土 地 働労 備

2

3

4

1
水稲,養豚 ,

シ イ タ ケ

水稲 ,リ ンゴ

水 稲 単 作

水 稲 単 作

水田 6708(う ち転作 として,ニ ンニク 80a, シ
イタケ原木置場 20a,そ の他 103,計 1103)
水田 2303(う ち転作 として,小麦 23a,大 豆 7

3,そ の他 108.計 403),リ ンゴ園 10a

水田 8703(う ち転作 として,小麦 104o,ニ ンニ
ク 14a,計 1188)
水田 180a(う ち転作 として,大豆 83,カボチャ
123  言+20a)

農業従事者数 4人

″    2人

(組合員 9名 )

″  2人

注 3の小麦は集団 ,

他は個別
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表 3 転換作目の米収量水準における水稲所得に均衡するための収量 (試算 )
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表 4 県内における小麦 大豆の優良生産集団 (55年度 )

生 産 物 の扱 い

注
 嘉翼重需雫ぁ彗夕害年

につき互助金の徴収なし

とになる。M4農家の大豆は,A7o2農家の小麦同様に収量

が低い反面,経営費が高 く水稲収量 600的の所得 (10万 9

千円 )に達するには,大豆 318り と奨励金 6万 3千円が必

要である。同様に,カ ボチャは奨励金 6万 3千円と収穫販

売量 758り で水稲収量 600り の所得をカバーできる。

表 4は ,55年産の県内の小麦 大豆の転作集団の収量

粗収益 奨励金等を示 した。小麦の各集団の108当 り平均

収量は 254り ,最高収量は365″である。等級は 1等ない

し2等であり,いずれの集団も互助方式がとられており,

各集団とも奨励金 (7万 5千円～8万 7千 円)に互助金 (2
～ 4万円 )を加算 して,約 10～ 13万円の水稲の所得を補

償することにしている。一方,大豆の転作集団 も5集団の

平均収量 224り ,最高収量 360″である。各集団とも,等
級は2等 ないしそれ以下で,あ まり良 くない。いずれも互

助方式がとられており,奨励金 (7万 5千 円～8万 8千円 )

に互助金 (2万 5千円～ 4万 8千円 )を加算 して,10～ 13

万円の水稲の所得を補償 している。

3考   察

現在,転作作物には国の政策によって高い奨励金が与え

られており,各作物 とも今日のような奨励金があれば,水

稲並みの所得を目標にする農家には,水稲との複合経営の

なかで相当定着できると思われる。

問題は,こ れからの転作面積の増大と奨励金の減額ある

いヽは,奨励金加算のための条件の厳格化等々を考えると,

米作 りを希望する農家はもちろん,転作希望の農家 も増々

困難な問題 (互助負担金,田畑輪換に伴う土lll利用方式 )

を負わされることになるものと思われ,その対策を十分検

討していく必要がある。


